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規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
一
号

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十

三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
派
遣
（
以
下
「
職
員
派
遣
」
と
い
う
。）
を
さ
れ
、

又
は
職
員
派
遣
後
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
四
条
第
二
項
中
「
派
遣
さ
れ
、」
の
下
に
「
職
員
派
遣
を
さ
れ
、」
を
加
え
、「
給
与
期
間
中
」
を

「
給
与
期
間
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
派
遣
さ
れ
、」
の
下
に
「
職
員
派
遣
を
さ
れ
、」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
の
規
定
及
び
」
を
「
第
三
条
、」
に
、「
。
以
下
「
派
遣
条
例
」
と
い
う
。）」
を
「
）

及
び
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
中
「
五
十
八
歳
」
を
「
五
十
五
歳
」
に
、「
五
十
九
歳
」
を
「
五
十
六
歳
」
に
、「
六
十

歳
」
を
「
五
十
七
歳
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
」
を
「
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職

員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
」
に
、「
派
遣
条
例
第
四
条
第
一
項
」
を
「
同
条
例
第
四

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
を
支
給
さ

れ
る
技
能
労
務
職
員
の
給
料
、
扶
養
手
当
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当

の
額
、
支
給
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
例
に
よ
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

技
能
労
務
職
員
に
特
例
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
間
、
第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
期
末
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
、
期
末
手
当
及
び
特
例
一
時
金
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
寒
冷
地
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
、
寒
冷
地
手
当
及
び
特
例
一
時
金
」
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
に
一
項
を
加
え
る
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。）
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職

員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
昇
給
停
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
四
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

三
月
十
八
日

第
千
二
百
七
十
三
号

月　曜　日



３

平
成
十
四
年
四
月
一
日
前
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
技
能
労
務
職
員
の
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後

の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
職
員

給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。
同

日
以
後
に
新
た
に
在
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
労
務
職
員
の
う
ち
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て

こ
の
項
前
段
の
技
能
労
務
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
高
根
富
士
見
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
大
平
一
〇
〇
六
一
番
七
三

旧

一
八
・
一
〜

二
三
五
・
〇

林
班
い
四
小
班
地
先
か
ら

一
二
三
・
〇

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
大
平
一
〇
〇
六
一
番
七
四

林
班
い
一
小
班
地
先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

二
三
五
・
〇

七
六
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
高
根
富
士
見
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
大
平
一
〇
〇
六
一
番
地
先

旧

一
七
・
六
〜

一
二
三
・
二

か
ら

九
五
・
〇

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
大
平
一
〇
〇
六
一
番
の
一

地
先
ま
で

新

一
〇
・
八
〜

一
二
三
・
二

九
五
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
梁
川
猿
橋
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
猿
橋
町
大
字
藤
崎
字
棚
部
一
五
二
〇
番
の

旧

五
・
〇
〜

一
〇
五
・
〇

二
地
先
か
ら

一
〇
・
〇

大
月
市
猿
橋
町
大
字
藤
崎
字
棚
部
一
〇
五
〇
番
の

一
地
先
ま
で

四
・
〇
〜

九
〇
・
〇

一
一
・
二

新

五
・
〇
〜

一
〇
五
・
〇

六
〇
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

一
四
二



東
八
代
郡
御
坂
町
二
之
宮
字
後
畑
二
五
四
二
番
一
、
二
五
四
二
番
一
〇

二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

一
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

東
山
梨
郡
勝
沼
町
菱
山
字
中
平
四
一
八
九
の
一
、
四
一
九
二
の
一
、
四
二
六
九
の
一
、
四
二
八
八
、

四
二
八
九
、
四
二
九
〇
、
四
二
九
〇
の
二
、
四
二
九
〇
の
三
、
四
二
九
一
の
一
、
四
二
九
四
、
四
二

九
五
、
四
二
九
六
、
四
三
〇
〇
及
び
四
三
〇
一
の
一

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
山
梨
郡
春
日
居
町
国
府
四
百
三
十
六
番
地
　
医
療
法
人
景
雲
会
　
理
事
長
　
村
田
憲
一

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
字
大
林
六
八
一
の
一
、
六
八
一
の
四
、
六
八
一
の
五
、
六
八
一
の
六
、
六

八
一
の
七
、
六
八
一
の
八
、
六
八
二
の
一
、
六
八
二
の
二
、
六
八
二
の
三
、
六
八
二
の
四
及
び
六
八

二
の
五

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路
　
次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
昭
和
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
緑
が
丘
二
丁
目
十
三
番
三
十
五
号
　
川
口
不
動
産
コ
ン
サ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

川
口
修
時

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山

梨
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
六

条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
号
、
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
に
基
づ
き
公
益
法
人
等

へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
派
遣
先
団
体
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
に
掲
げ
る
団

体
と
す
る
。

２

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

株
式
会
社
山
梨
食
肉
流
通
セ
ン
タ
ー

（
派
遣
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
員
の
特
例
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
職
に
正
式
に

採
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
復
帰
時
に
お
け
る
給
与
の
処
遇
）

第
四
条

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
（
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
職
務
に
応
じ
た
職
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梨
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務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
派
遣
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得

た
期
間
（
以
下
「
調
整
期
間
」
と
い
う
。）
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務

に
復
帰
し
た
日
（
以
下
「
復
帰
の
日
」
と
い
う
。）
又
は
そ
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
昇
給
の
時
期
に
、

昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
給
料
月
額
を
調
整
し
、
又
は
調
整
期
間
の
範
囲
内
で
復
帰
の
日
の

翌
日
以
後
の
そ
の
者
の
最
初
の
昇
給
に
係
る
昇
給
期
間
を
短
縮
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
月
額
を
調
整
さ
れ
た
者
の
う
ち
そ
の
調
整
に
際
し
て
余
剰
の
期
間
を
生

ず
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
余
剰
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
の
範
囲
内
で
、
そ
の
者
の
同
項
の
規
定

に
よ
る
調
整
後
の
最
初
の
昇
給
に
係
る
昇
給
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
給
料
月
額
の
調
整
等
に
つ
い
て
、
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
者
の
給
料

月
額
を
調
整
し
、
又
は
昇
給
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
職
派
遣
者
の
採
用
時
に
お
け
る
給
与
の
処
遇
）

第
五
条

退
職
派
遣
者
（
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
職
務
の
級
、
給
料
月
額
及
び
昇

給
期
間
に
つ
い
て
は
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
例
に
よ
る
。

（
報
告
）

第
六
条

任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
一
日

に
始
ま
る
年
度
内
に
お
い
て
派
遣
し
た
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
派
遣
先
団
体
に
お
け
る
処
遇
の
状

況
等
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
内
に
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
の
処
遇
の
状

況
等
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
一
日
に

始
ま
る
年
度
内
に
お
い
て
派
遣
し
た
退
職
派
遣
者
の
特
定
法
人
に
お
け
る
処
遇
の
状
況
等
及
び
退
職

派
遣
者
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
内
に
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
処
遇
の
状
況
等
を
人

事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３

人
事
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
公
益
法
人
等
へ
の
職
員

の
派
遣
等
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
七
条

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
中
条

例
第
十
一
条
第
二
号
に
関
す
る
部
分
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一
　
山
梨
県
土
地
開
発
公
社

二
　
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社

三
　
山
梨
県
道
路
公
社

四
　
財
団
法
人
山
梨
県
林
業
公
社

五
　
財
団
法
人
や
ま
な
し
文
化
学
習
協
会

六
　
財
団
法
人
山
梨
県
国
際
交
流
協
会

七
　
財
団
法
人
山
梨
県
農
業
振
興
公
社

八
　
財
団
法
人
山
梨
県
下
水
道
公
社

九
　
財
団
法
人
山
梨
県
公
園
公
社

十
　
財
団
法
人
山
梨
県
子
牛
育
成
協
会

十
一
　
財
団
法
人
山
梨
県
環
境
整
備
事
業
団

十
二
　
財
団
法
人
山
梨
県
青
少
年
協
会

十
三
　
財
団
法
人
山
梨
県
健
康
管
理
事
業
団

十
四
　
財
団
法
人
　
山
梨
県
甲
府
・
国
中
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

十
五
　
財
団
法
人
　
山
梨
県
富
士
川
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

十
六
　
財
団
法
人
山
梨
県
郡
内
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

十
七
　
財
団
法
人
や
ま
な
し
産
業
支
援
機
構

十
八
　
財
団
法
人
長
寿
や
ま
な
し
振
興
財
団

十
九
　
財
団
法
人
山
梨
総
合
研
究
所

二
十
　
山
梨
県
信
用
保
証
協
会

二
十
一
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
事
業
団

二
十
二
　
財
団
法
人
山
梨
県
緑
化
推
進
機
構

二
十
三
　
社
団
法
人
山
梨
県
畜
産
協
会

二
十
四
　
財
団
法
人
山
梨
県
消
防
協
会

二
十
五
　
社
団
法
人
山
梨
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

二
十
六
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二
十
七
　
山
梨
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

二
十
八
　
日
本
赤
十
字
社
山
梨
県
支
部

二
十
九
　
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

三
十
　
山
梨
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

三
十
一
　
社
団
法
人
山
梨
県
観
光
物
産
連
盟
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三
十
二
　
山
梨
県
町
村
議
会
議
長
会

三
十
三
　
社
団
法
人
山
梨
県
情
報
サ
ー
ビ
ス
産
業
協
会

三
十
四
　
財
団
法
人
丘
の
公
園
管
理
公
社

三
十
五
　
財
団
法
人
山
梨
県
県
民
ス
ポ
ー
ツ
事
業
団

三
十
六
　
財
団
法
人
山
梨
県
体
育
協
会
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梨
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発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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報
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